
2023年5月31日（水）　午前10時開始

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
サピアタワー6階
ステーションコンファレンス東京　602

第63回
定時株主総会招集ご通知 2022年4月1日　　2023年3月31日

   決議事項
第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役10名選任の件
第3号議案　監査役2名選任の件

株式会社きもと
［ 証券コード：7908 ］

開催
日時

開催
場所

（受付開始：午前９時30分）

※会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会 会場ご案内」を
　ご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。
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KIMOTOファンの皆様へ
創業70周年の節目（2023年３月期決算）に残念ながら赤字計上となり、ファンの皆様にご心

配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今回の株主総会は昨年同様、会場又はオンラインによるハイブリッド参加型の形式で開催させ

ていただきます。ぜひ多くのファンの皆様にご参加いただければ幸いです。
KIMOTOはなぜ後半失速してしまったのか？大きな要因としては、中国経済の急減速による

在庫調整が長引いていること及び原材料費の高騰から消費の低迷が続いていること、エネルギー
価格の高騰による光熱費と運搬費の価格上昇が挙げられます。
KIMOTOの将来はどうなるのか？デジタルツイン事業が好成績を収めることができ、今後も

継続見込みとなっております。また、ヨーロッパにおける事業展開が安定して進んでおります。
残る課題は米国事業を安定させること、新しい事業拡大を進めることと考えております。

KIMOTOが行ってきたワークフロー改革は、
40年以上継続したフィルム加工技術の改革に
目途がつき、開発及び製造のワークフローに関
するイノベーションが軌道に乗りはじめまし
た。管理部門における改革はご承知のとおり３
年連続で株主総会５月開催を実現させ、次の段
階としてERP（基幹システム）の世界的導入に
向けてスタートしました。
残るはどう販売を拡大させていくのか？こち

らについては株主総会後の懇談会にてご説明さ
せていただきたく存じますので、ご参加をお待
ちしております。
KIMOTOファンの皆様には変わらぬ応援を

賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長兼社長 木本和伸
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証券コード：7908
2023年５月16日

(電子提供措置の開始日 2023年５月９日)
株主各位

埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目６番35号
株式会社 き も と

代表取締役会長兼社長 木本和伸

第63回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第63回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.kimoto.co.jp/investor

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
※上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上ご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネット等によって議決権をご行使い
ただくことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の
上、2023年５月30日（火曜日）午後５時50分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2023年５月31日（水曜日）午前10時 （受付開始：午前９時30分）
開会直前は大変混み合いますので、余裕をもって受付をお済ませください。
当日の状況により、別会場にご案内する場合がございます。

２. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号 サピアタワー６階
ステーションコンファレンス東京 602
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３. 目的事項 報告事項
１．第63期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第63期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

以 上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

○当日当社では、軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承くださいま
すようお願い申し上げます。
また、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

○ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
下記の事項は電子提供措置事項として当社ウェブサイトに掲載しているため、法令及び当社
定款第15条の2の規定に基づき、書面交付請求された株主の皆様にご送付している電子提供
措置事項記載書面には記載しておりません。
・事業報告の「その他企業集団の現況に関する重要な事項」
・事業報告の「会社役員の状況」のうち「４.社外役員に関する事項」、「会計監査人の状況」、
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」及び「会社の支配に関する基
本方針」

・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
従いまして、当該書類は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査役が監査をした対
象の一部であります。
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◆株主懇談会開催のお知らせ
当日は、本総会終了後、同会場にて株主懇談会を開催いたします。なお、今後の状況によ

り、変更が生じる場合は当社ウェブサイトにてご案内いたします。

◆新型コロナウイルス感染症への対応について
会場受付には消毒液を配置いたします。また、会場でのマスク着用につきましては、株主様

のご判断とさせていただきます。感染拡大の状況により、マスクの着用等ご協力をお願いする
場合がございますので、ご理解いただけますようお願いいたします。なお、当社スタッフにつ
きましては、マスクを着用させていただきます。その他株主総会の運営に大きな変更が生ずる
場合は、当社ウェブサイトにてご案内いたします。
また、議決権の行使は、議決権行使書の郵送だけでなく、インターネット及びスマートフォ

ンでも行使が可能となっておりますので、ご活用ください。なお、株主総会のオンライン配信
を予定しております。詳細につきましては、当社ウェブサイトにてご案内いたします。

≪当社ウェブサイト≫ https://www.kimoto.co.jp/



議決権行使方法についてのご案内
議決権は、以下の4つの方法により行使いただくことができます。

2023年5月31日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
ステーションコンファレンス東京　602 （末尾の「株主総会 会場ご案内」をご参照ください。）

日時

場所

）。すで要不は印捺ご（。いさだく出提ごに付受場会を紙用書使行権決議

2023年5月30日（火曜日）午後5時50分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限　

1. 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイ
ト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。

2. 「パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）」は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時には新たに発行いたします。
3. インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

郵送による議決権行使

株主総会へ出席

3

4

2023年5月30日（火曜日）午後5時50分まで

パソコン又はスマートフォン等から議決権行使サイトにアクセスし、同封
の議決権行使書用紙左下に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」に
てログインしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限　

● 議決権行使サイト
https://soukai.
mizuho-tb.co.jp/

インターネットによる議決権行使2

2023年5月30日（火曜日）午後5時50分まで

同封の議決権行使書用紙の右下「スマート行使」用QRコードをスマートフォン又はタブレット
端末で読み取り、行使期限までに賛否をご入力ください。

行使期限　
をドーコRQ、でンォフトーマス▶

読み取って議決権を行使します

「スマート行使」による行使1
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https://soukai.mizuho-tb.co.jp/


「スマート行使」による行使
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブ
サイトにログインすることができます。

2023年5月30日（火）
午後5時50分まで

議決権行使期限

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへ
アクセス

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で
読み取ります。

※ 「QRコード」 は株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

議決権行使ウェブサイトを開く

各議案について個別に指示する

１

2

3

4

！ 一度議決権を行使した後で行使内容を変更さ
れる場合、再度QRコードを読み取り、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パ
スワード」をご入力いただく必要があります。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト
画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って
各議案の賛否を
ご入力ください。

すべての会社提案議案に
ついて「賛成」する

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタンを
押して行使完了

2023/05/30
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郵送による議決権行使

インターネットによる議決権行使

株主総会にご出席されず、郵送による議決権行使をされる場合は、
同封の「議決権行使書」をご返送ください。

株主総会にご出席されず、インターネットによる議決権行使をされる場合は、
当社の指定する議決権行使サイトからご行使ください。

切手を貼らずにご投函ください

賛否のご表示がない場合は、「賛」として取り扱うこととさせていただきます。

※ 第２号議案及び第３号議案について、一部の候補者に
異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号を
ご記入ください。

議案の賛否をご記入ください

賛成の場合「賛」の欄に〇印
反対の場合「否」の欄に〇印

こちらを返送
してください

パスワードの変更

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力願います。

議決権行使サイトへアクセス ログイン
STEP 1 STEP 2 STEP 3

議決権行使
コード入力

インターネット※による議決権行使の際の注意点 ※スマート行使を含みます
１.インターネット※と書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット※によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
２.インターネット※によって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

議決権行使サイトについて
１.インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただく
ことによってのみ実施可能です。

２.議決権行使サイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部　 0120-768-524 （受付時間 年末年始を除く9：00～21：00 ）
■■ スマート行使・インターネット議決権行使サイトに関するお問い合わせ

議決権行使サイト
https://soukai.
mizuho-tb.co.jp/

又は 議決権行使 みずほ 検索

2023年5月30日（火）
午後5時50分到着分まで

2023年5月30日（火）
午後5時50分まで

議決権行使期限

議決権行使期限

クリック

クリック

クリック

実際にご使用
になる新しい
パスワードを
設定してくだ
さい

初期パスワード入力

8

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
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第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

剰余金の配当につきましては、連結ベースでの業績に応じた利益の配分を基本とし、既存事業
の体質強化及び将来の戦略分野への投資に必要な資金を勘案し、配当を実施することとしており
ます。
当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績を勘案いたしまして、当社普通株式

１株につき３円といたしたいと存じます。
また、中間配当金として３円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は、当社

普通株式１株につき６円となります。

１ 配当財産の種類 ▶ 金銭

２ 配当財産の割当て
に関する事項
及びその総額

▶
当社普通株式

１株につき３円
配当総額

138,451,218円

３ 剰余金の配当が
効力を生じる日 ▶ 2023年６月１日
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第２号議案 取締役10名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役全員10名は任期満了となりますので、社外取締役２

名を含む取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は以下のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社に

おける地位
専門性

経営 技術 国際 DX 事業 財務 人事 CPL

1 き もと かず のぶ

木 本 和 伸 再任 代表取締役
会長兼社長 ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ささ おか よし のり

笹 岡 芳 典 再任 取締役
副会長 ● ● ● ● ● ●

3 こ ばやし しょう いち

小 林 正 一 再任 常務取締役 ● ● ● ● ● ●

4 ひき ば たかし

引 場 孝 再任 取締役 ● ● ● ● ● ●

5 やま だ もと こ

山 田 資 子 再任 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

6 みげる のえ れある

Miguel Noe Leal 再任 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

7 き しゃお とん

紀 暁 東 新任 ● ● ● ● ● ●

8 しゅ どう のぶ ゆき

首 藤 宣 幸 新任 ● ● ● ●

9 い とう ま み

伊 藤 麻 美
再任
社外
独立役員

取締役 ● ● ● ● ● ● ●

10 ね ごろ つね お

根 來 恒 男
再任
社外
独立役員

取締役 ● ● ● ● ● ●

経営：企画経営 技術：生産・物流・品質・技術 国際：グローバル経験 DX：IT・DX 事業：営業・事業戦略・新規事業
財務：財務会計 人事：人事・労務・人材開発 CPL：コンプライアンス
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候補者番号

1
再 任

候補者番号

2
再 任

き もと かず のぶ

木 本 和 伸
（1956年10月10日生、満66歳）

所有する当社の株式
2,424,640株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）

略歴
1979年４月 当社入社 瀋陽木本數据有限公司董事長
1992年４月 当社営業本部部長 2004年６月 当社常務取締役兼
1992年６月 当社取締役 KIMOTO AG社長
1999年４月 当社取締役 2006年４月 当社常務取締役

情報システム事業部長 化工技術本部長
2001年２月 当社取締役兼 2006年６月 当社専務取締役

瀋陽木本數据有限公司董事長 化工技術本部長
2001年４月 当社取締役 2009年４月 当社専務取締役

プリンティング事業部長兼 管理本部長
瀋陽木本數据有限公司董事長 2009年６月 当社代表取締役社長

2002年５月 当社取締役兼 2020年６月 当社代表取締役会長兼社長
KIMOTO AG社長兼 （現任）

選任の理由
木本和伸氏は上記の経歴を有し、当社の最高経営責任者としてリーダーシップを発揮し
ております。同氏は当社のビジョンである100年継続企業を目指したワークフロー改革
などをはじめとする様々な経営課題に取り組み、実績を作ってまいりました。この豊富
な経験や実績を活かして今後も企業価値の向上に寄与すると判断しましたので、引き続
き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

ささ おか よし のり

笹 岡 芳 典
（1955年３月23日生、満68歳）

所有する当社の株式
62,600株
取締役会出席状況
14回/16回（88％）

略歴
1977年４月 当社入社 2010年12月 当社取締役
2006年５月 KIMOTO TECH, INC.社長 営業本部長兼東京支店長
2009年５月 KIMOTO TECH, INC.社長兼 2012年４月 当社取締役

KIMOTO AG社長 営業本部長
2009年10月 当社営業副本部長兼 2013年４月 当社常務取締役

KIMOTO TECH, INC.社長兼 営業本部長
KIMOTO AG社長 2020年１月 当社常務取締役

2010年４月 当社営業本部長兼東京支店長兼 営業本部長兼
KIMOTO AG社長 KIMOTO TECH, INC.社長

2010年６月 当社取締役 2020年４月 当社常務取締役兼
営業本部長兼東京支店長兼 KIMOTO TECH, INC.社長
KIMOTO AG社長 2020年６月 当社取締役副会長兼

KIMOTO TECH, INC.社長
（現任）

選任の理由
笹岡芳典氏は上記の経歴を有し、海外子会社社長を歴任した経験によりグローバルな事
業活動を展開してまいりました。この豊富な経験や実績を活かして今後も当社子会社で
あるKIMOTO TECH, INC.を軸に米国市場での拡販と当社の経営を担うことが期待でき
ると判断しましたので、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

3
再 任

候補者番号

4
再 任

こ ばやし しょう いち

小 林 正 一
（1966年10月12日生、満56歳）

所有する当社の株式
13,100株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）

略歴
1985年11月 当社入社 画像技術部 2021年４月 当社取締役
2003年４月 当社筑波営業所 Digital Twin事業部長
2010年４月 当社東京支店 官公庁グループ 2023年４ 月 当社常務取締役
2017年４月 当社営業副本部長 営業本部長兼
2019年４月 当社Digital Twin事業部長 Digital Twin事業部長
2020年４月 当社Digital Twin事業部長兼 （現任）

営業副本部長
2020年６月 当社取締役

Digital Twin事業部長兼
営業副本部長

選任の理由
小林正一氏は上記の経歴を有し、測量、建築、空間情報分野などにおいて、当社の画像
処理技術（デジタルツイン事業）の向上と販路の拡大を推進してまいりました。この豊
富な経験や実績を活かして当社の経営を担うことが期待できると判断しましたので、引
き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

ひき ば たかし

引 場 孝
（1974年６月１日生、満48歳）

所有する当社の株式
13,200株
取締役会出席状況
15回/16回（94％）

略歴
1998年４月 当社入社 仙台事業所 2019年 ４月 当社営業副本部長兼
2002年12月 当社電子工業材料営業部 KIMOTO TECH, INC.執行役員
2011年４月 当社営業本部 2020年 ４月 当社営業本部長兼

ハードコートプロジェクト KIMOTO TECH, INC.執行役員
2014年４月 当社技術本部 2020年 ６月 当社取締役
2015年４月 当社営業本部 営業本部長兼

マーケティンググループ KIMOTO TECH, INC.執行役員
2017年４月 当社営業本部 2023年 ４月 当社取締役

IoT-7統括グループ兼 技術本部長兼
KIMOTO TECH, INC.執行役員 KIMOTO TECH, INC.執行役員

（現任）

選任の理由
引場孝氏は上記の経歴を有し、グローバルな営業展開の推進、また、当社の技術部門の
研究開発及び製造技術の構築を推進してまいりました。この豊富な経験や実績を活かし
て当社の経営を担うことができると判断しましたので、引き続き取締役候補者として選
任をお願いするものであります。
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候補者番号

5
再 任

候補者番号

6
再 任

やま だ もと こ

山 田 資 子
（1975年６月９日生、満47歳）

所有する当社の株式
10,000株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）

略歴
1996年４月 当社入社 2019年４月 当社管理副本部長兼

管理業務部・管理購買グループ KIMOTO AG執行役員
2006年１月 当社産業メディア第二営業部 2020年４月 当社管理本部長兼
2010年４月 当社営業本部 KIMOTO AG執行役員

V-mosaicプロジェクト 2020年６月 当社取締役
2015年４月 当社営業本部 営業統括グループ 管理本部長兼

ＭＤグループ KIMOTO AG執行役員
2017年４月 当社営業本部兼 2021年４月 当社取締役

KIMOTO AG執行役員 管理本部長（現任）

選任の理由
山田資子氏は上記の経歴を有し、従業員の生活と仕事のバランスがとれる仕組みを実現
するため、事務業務の自動化や残業ゼロなどの改革を推進してまいりました。この豊富
な経験や実績を活かして当社の経営を担うことができると判断しましたので、引き続き
取締役候補者として選任をお願いするものであります。

みげる のえ れある

Miguel Noe Leal
（1956年８月23日生、満66歳）

所有する当社の株式
7,400株
取締役会出席状況
15回/16回（94％）

略歴
1999年４月 KIMOTO TECH, INC.入社 2017年７月 当社取締役
2005年４月 KIMOTO TECH, INC.工場長 海外現地法人担当兼
2009年９月 KIMOTO TECH, INC.取締役 KIMOTO TECH, INC.社長兼
2010年４月 KIMOTO TECH, INC.社長 KIMOTO AG取締役
2015年４月 KIMOTO TECH, INC.社長兼 2020年１月 当社取締役

KIMOTO AG取締役 海外現地法人管理担当兼
2017年６月 当社取締役兼 KIMOTO TECH, INC.取締役兼

KIMOTO TECH, INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
KIMOTO AG取締役 （現任）

選任の理由
Miguel Noe Leal氏は上記の経歴を有し、当社海外現地法人管理担当役員としてグロー
バルな事業展開を推進してまいりました。この豊富な経験や実績を活かして今後も当社
の経営を担うことが期待できると判断しましたので、引き続き取締役候補者として選任
をお願いするものであります。



14

候補者番号

７
新 任

候補者番号

８
新 任

き しゃお とん

紀 暁 東
（1967年9月29日生、満55歳）

所有する当社の株式
－株
取締役会出席状況
－

略歴
2004年９月 瀋陽木本実業有限公司入社 2017年４月 当社管理副本部長兼

生産統括部長 瀋陽木本実業有限公司
2009年４月 瀋陽木本実業有限公司総経理 董事長兼
2012年11月 当社技術副本部長兼 KIMOTO TECH，INC.執行役員

瀋陽木本実業有限公司総経理 2018年１月 瀋陽木本実業有限公司
2013年４月 当社技術副本部長兼 董事長兼

瀋陽木本実業有限公司 KIMOTO TECH，INC.執行役員
董事総経理 2019年４月 瀋陽木本実業有限公司董事長

2015年４月 当社技術副本部長兼 2020年４月 当社Digital Twin事業部
瀋陽木本実業有限公司 データセンター長兼
董事長兼総経理 瀋陽木本実業有限公司董事長

2016年４月 当社管理副本部長兼 （現任）
瀋陽木本実業有限公司
董事長兼総経理

選任の理由
紀暁東氏は上記の経歴を有し、中国と日本を中心としてグローバルにデジタルツイン事
業の技術構築を推進してまいりました。この豊富な経験や実績を活かして当社の経営を
担うことができると判断しましたので、取締役としての選任をお願いするものでありま
す。

しゅ どう のぶ ゆき

首 藤 宣 幸
（1971年５月27日生、満52歳）

所有する当社の株式
－株
取締役会出席状況
－

略歴
1994年 ４月 当社入社 2017年４ 月 当社営業副本部長兼

東京第一営業部工業材料営業課 KIMOTO AG執行役員
2007年 ４月 当社名古屋支店 2022年４ 月 当社営業本部
2012年 ４月 KIMOTO TECH, INC. チーフゼネラルマネージャー兼
2015年12月 当社営業本部 KIMOTO AG執行役員
2016年 ４月 当社営業本部GL （現任）
2016年 ７月 当社営業本部

営業統括G 統括GL

選任の理由
首藤宣幸氏は上記の経歴を有し、国内及び東アジア・米国・欧州などにおいてグローバ
ルに営業展開を推進してまいりました。米国に駐在するなどの豊富な経験や実績を活か
して当社の経営を担うことができると判断しましたので、取締役としての選任をお願い
するものであります。
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候補者番号

９

独立役員
社 外
再 任

候補者番号

10

独立役員
社 外
再 任

い とう ま み

伊 藤 麻 美
（1967年11月24日生、満55歳）
所有する当社の株式
－株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）
在任年数
２年11か月

略歴
2000年３月 日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
2012年４月 日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
2012年７月 株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
2020年６月 当社取締役（現任）
2023年３月 リョービ株式会社 社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
伊藤麻美氏は上記の経歴を有し、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を
行っております。2020年６月から社外取締役として、経営者としての鋭い視点やグロー
バルな視点で適切かつ有益な提言及び助言を行っており、引き続き社外取締役候補者と
して選任をお願いするものであります。

ね ごろ つね お

根 來 恒 男
（1956年１月20日生、満67歳）
所有する当社の株式
－株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）
在任年数
２年

略歴
1980年４月 川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
1983年５月 同社英国駐在員として英国赴任
2012年２月 ケイラインロジスティックス株式会社 米国現地法人に出向
2016年６月 同社常務取締役
2018年６月 同社専務取締役
2019年４月 同社顧問
2021年５月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
根來恒男氏は上記の経歴を有し、海外拠点の立ち上げをはじめ長期にわたる海外駐在に
おいて培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。2021年５月から
社外取締役として、これまでの知見を活かした監督とアドバイスを行っており、当社経
営体制の強化に資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役候補者として選任
をお願いするものであります。
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（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者である伊藤麻美氏及び根來恒男氏の再選が承認された場合は、当社と両氏との間で、会社法第427条第１項

の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を継続する予定であります。また、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項が規定する最低責任限度額といたします。

3. 伊藤麻美氏及び根來恒男氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、選任が承認され社
外取締役に就任した場合、独立役員となる予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任
の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお各
候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同じ内容にて更新する予定
であります。
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候補者番号

1
新 任

第３号議案 監査役２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役 鈴木亮介及び原口純一郎の両氏は任期満了となりま

すので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりであります。

まる やま みつ のり

丸 山 光 則
（1970年７月９日生、満52歳）

所有する当社の株式
20,100株
取締役会出席状況
16回 /16回（100％）
監査役会出席状況
－
在任年数
－

略歴
1996年４月 当社入社 2020年４ 月 当社取締役
2015年４月 当社研究部長 技術副本部長
2017年４月 当社技術副本部長 2022年４ 月 当社取締役
2017年６月 当社取締役 技術本部

技術副本部長 チーフゼネラルマネージャー
2018年２月 当社取締役 2023年４ 月 当社取締役

営業副本部長 （現任）
2019年４月 当社取締役

管理本部長

選任の理由
丸山光則氏は上記の経歴を有し、当社取締役としての豊富な経営経験や実績を活かし当
社監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者として選任をお願
いするものであります。
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候補者番号

2

独立役員
社 外
再 任

はら ぐち じゅん いち ろう

原 口 純 一 郎
（1960年９月30日生、満62歳）

所有する当社の株式
－株
取締役会出席状況
16回/16回（100％）
監査役会出席状況
14回/14回（100％）
在任年数
5年11か月

略歴
1984年４月 東京中小企業投資育成株式会社入社
2004年６月 同社財務室長
2005年７月 同社秘書室長
2007年４月 同社人事部長
2011年４月 同社業務第五部長
2016年４月 同社業務第二部長
2017年４月 同社参事役

統括審査役代行
2017年６月 当社監査役（現任）
2021年４月 東京中小企業投資育成株式会社

業務第五部特任参事役（現任）

社外監査役候補者とした理由
原口純一郎氏は上記の経歴を有し、経理・財務業務等の豊富なビジネス経験や実績と幅
広い知識や深い見識が当社監査体制の強化に資するところが大きいと判断し、社外監査
役候補者として選任をお願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外監査役候補者である原口純一郎氏の再選が承認された場合は、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項の規定によ

り、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を継続する予定であります。また、当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項が規定する最低責任限度額といたします。

3. 原口純一郎氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、選任が承認され社外監査役に就
任した場合、独立役員となる予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任
の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお各
候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同じ内容にて更新する予定
であります。

以上
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事 業 報 告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

KIMOTOグループの現況

19

第63期

△821△821

第62期第60期 第61期第63期第61期 第62期第60期 第63期第62期第60期 第61期

492492 684684

△567△567

22,613

17,684

22,827

17,961

23,819

18,661

12,019 11,557 12,235
9,623

21,560

17,693

売上高
■総資産 ■■純資産（単位：百万円）（単位：百万円）

総資産・純資産
■ 親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
1株当たり当期純利益（単位：円）

親会社株主に帰属する
当期純利益・1株当たり当期純利益

△16.83△16.83

10.3110.31 14.5114.51
△12.18△12.18

KIMOTOグループの財産及び損益の状況

区分 （単位） 2019年度
［第60期］

2020年度
［第61期］

2021年度
［第62期］

2022年度
［第63期］

売上高 （百万円） 12,019 11,557 12,235 9,623
経常利益又は経常損失（△） （百万円） △52 525 815 △512
親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

（百万円） △821 492 684 △567

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△16円83銭 10円31銭 14円51銭 △12円18銭

総資産 （百万円） 22,613 22,827 23,819 21,560
純資産 （百万円） 17,684 17,961 18,661 17,693
１株当たり純資産額 367円27銭 380円94銭 395円79銭 383円38銭
（注）1. △は損失を示しております。

2. 単位が（百万円）の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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当連結会計年度の事業の状況

１．事業の経過及び成果

当社グループは、フィルム中心の物質的製造とデジタルツイン中心の非物質的製造の融合によ
り、地球環境と技術にこだわる総合製造サービス業を目指し、2023年３月期より３ヶ年
（2023年３月期〜2025年３月期）の第５次中期経営計画を策定し2022年５月に開示しました。
当社の企業理念に基づき策定されたこの計画を達成すべく、環境フレンドリーで継続的かつ収益
性の高いグローバル企業を目指し、事業を進めてまいりました。

連結

2023年３月期は、新型コロナウイルス感染症・ゼロコロナ政策による景気停滞に加えて、半
導体不足による自動車の生産量減少、ウクライナ紛争に起因する資材価格等の高騰により世界的
に消費が低迷したことで、2022年夏以降、特に中国系スマートフォンメーカーの在庫調整が強
まり、当初計画を大きく下回る受注にとどまりました。
このような事業環境の中、当連結会計年度における売上高は9,623百万円（前連結会計年度比

21.4％減）、営業損失は626百万円（前連結会計年度の営業利益は695百万円）、経常損失は512
百万円（前連結会計年度の経常利益は815百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は567百
万円（前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は684百万円）となりました。
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12,235 9,623

2022年3月期 2023年3月期

単位：百万円

695

△626
2022年３月期 2023年3月期

単位：百万円

①売上高
↓東アジア地域の大手スマートフォンメーカーの減産などの影響によ
り、遮光フィルム、拡散フィルム、粘着フィルムの売上が大幅減。

↓タッチパネルインターフェイス製品関連のハードコートフィルムの売
上減。

↑LiDAR及び国土交通省の施策であるBIM/CIM原則適用に向けた３Ｄ案
件が前期より増加したことにより売上増。

↑連結子会社のKIMOTO TECH, INC.（米国）では、自動車業界の生産
低迷の影響を受けたが、既存製品の継続受注により売上が前期を上回
る。

②営業利益
↓高付加価値製品の販売強化、低収益品の統合及び生産業務効率化によ
る製造原価低減に努めたが、高収益製品の販売が前期比で減少し、減
益。

↓エネルギー価格高騰による光熱費と運搬費の価格上昇。
↓行動制限緩和に伴う営業活動再開による旅費交通費の増加。
↑LiDAR及び国土交通省の施策であるBIM/CIM原則適用に向けた３Ｄ案
件が前期より増加したことで、連結子会社の瀋陽木本実業有限公司
（中国）の稼働率が向上。
↑連結子会社のKIMOTO AG（スイス）では、車載ディスプレイ向け高
付加価値製品の需要が増えたことにより利益が前期を上回る。

↑：増加要因 ↓：減少要因



22

個別

タッチパネルインターフェイス関連製品とディスプレイを中心とした車載関連製品及びスマー
トフォン端末に使用される電子部品向けの高付加価値製品の販売に努めましたが、新型コロナウ
イルス感染症・ゼロコロナ政策や大手スマートフォンメーカーの減産などの影響を受け、売上が
前年比で減少しました。利益面は、高付加価値製品の販売強化、低収益品の統合及び生産業務効
率化による製造原価低減に努めましたが、高収益製品の販売が前期比で減少したことにより、減
益となりました。なお、連結子会社KIMOTO TECH, INC.（米国）株式について関係会社株式
評価損574百万円（特別損失）を計上しております。
これらの結果、当事業年度における売上高は8,914百万円（前事業年度比23.3％減）、営業損

失は498百万円（前事業年度の営業利益は928百万円）となりました。

２．設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、527百万円であります。主なものは、茨城工場
における製造設備の移設受入等であります。

３．資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、特記すべき資金調達は行っておりません。
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主要な事業内容

KIMOTOグループは、多様化するお客様のニーズに応える各種素材を活かしたフィルム製品
の開発・生産・販売、デジタルツインの構築に関わる高精度のデータ作成・販売を行っておりま
す。また、地域貢献活動として三重県いなべ市の休耕地の再生を目的とした農作物の生産及び販
売、日本酒の販売も行っております。
KIMOTOグループが取り扱う主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要な取扱品目

フィルム ハードコートフィルム、液晶部材用フィルム、プリント基板用フィルム、
光学遮光フィルム、工程用粘着フィルム、成形用フィルム、
ディスプレイ用インクジェットフィルム、転写用フィルム、
抗菌・抗ウイルスフィルム、環境関連フィルム、
CAD用インクジェットフィルム、ウインドウフィルム、機能性塗料

デジタルツイン 地理空間情報データ作成、点群データ編集・加工、
3Dモデリングデータ作成、デジタル画像データ処理、
360度空間撮影・編集・加工、AR・VR制作、ソフト開発、
データストレージサービス、オンライン見積もりサービス

コンサルティング コミュニケーションツール、お弁当注文システム、社員食堂メニューアプリ、
在席管理システム、ソフト開発、書籍の出版



KIMOTOのコア技術
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表面加工技術
基材となるフィルムに、様々なニーズに合った機能を実現します。調

合した液をベースフィルム上に均一に塗布するウェットコーティング
や、フィルム表面に微細な砂を精密に投射して凹凸を形成するサンドブ
ラスト加工により、光拡散、遮光、粘着、傷付き防止、抗菌・抗ウイル
スといった、多彩な機能を持たせることができます。
より一層の安定生産や品質向上に繋げるため、製造方法の抜本的な改

革を行っております。今後は更なる技術の向上と共に、廃棄物の削減や
再生可能エネルギーの活用など、環境に配慮した取り組みを進めてまい
ります。

ウェットコーティング

画像処理技術
創業の原点である画像処理技術は、時代と共に

変化するニーズにお応えし、モノクロからカラー
へ、アナログからデジタルへと変遷しつつ、2D
から3Dへ拡張し、高品質で精度の高いデータを
提供してまいりました。
KIMOTOが独自に培ってきた、位置・空間・

時間など様々な情報の取得・編集のノウハウと実
績は、地理空間情報技術として「データ加工」とい
うKIMOTOのコア技術へと発展しました。社会
の基盤となる地域・都市環境づくりの発展に貢献
しています。
フィルムコーティング工場を国内外にもつ製造

メーカーとして工場DX（デジタルトランスフォ
ーメーション）にも取り組んだ経験を活かした提
案や、土木・建設分野での3Dデータを活用した
生産性向上の提案を通じて、現実と仮想空間が高
度に融合（デジタルツイン）した社会の実現に繋
がる付加価値の高いデータビジネスをグローバル
に展開し、更なる技術力向上を推進してまいりま
す。

アナログからデジタルへ、そしてデジタルツインへ、
長年かけて進化したデータ加工技術
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フィルム

メディカル用
フィルム

当社は、IoT・車載・モバイル及び第５世代移動通信システム（5Ｇ）関連製品を中心に、当社独自の技術力
を活かした開発・生産を進めております。各種素材を活かした開発・製造や塗料の販売、メディカル用途とい
った新規顧客獲得に向けた高付加価値製品の提案に注力するなど、品質及び利益率向上に努めております。
これからも、世界中の人々に利便性や快適さを提供する魅力ある製品・技術開発に取り組み、社会に貢献を

してまいります。

メディカル用フィルムの用途

シーリングフィルム（開発中）
培養プロセスに使用する耐薬品性に優れ
たシリコン粘着付き透明PETフィルム

親水性フィルム（開発中）
親水性を有し高速で信頼性の高い流体を
実現する透明PETフィルム

抗菌・抗ウイルスフィルム
耐擦傷性・耐薬品性に優れた高透明の抗
菌・抗ウイルスハードコートフィルム
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デジタルツイン

加工 Processing計測・撮影 Capturing 閲覧 Visualizing

360°画像データ

レーザーで現場をスキャンし、
点群データを取得

設置シミュレーション VRコンテンツ開発

３D・点群データ データ加工・構築
点群データから3Dモデル作成

メタバース開発KIMOTO 360

データ

平面図

高さ情報

管路

レーザー計測

レーダー計測

地下埋設物データと地上データを統合し3次元でマップ化
【出典：静岡県ポイントクラウドデータベース】、CCライセンス 表示 4.0 国際 
（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja）

当社は、現実空間と仮想空間が高度に融合した社会の実現に向けて、海外現地法人及び国内外の協力会社と
共に、創業以来培ってきた画像処理技術を進化させ、付加価値の高いデータビジネスを展開してまいりまし
た。
土木・建設分野では、BIM/CIM案件の需要拡大に伴い、3次元に注力した営業、技術の習得を強化したこと

で、受注の増加に繋がっております。また、製造業分野では工場DX（デジタルトランスフォーメーション）
を三重工場で進め、帳票のデジタル化を皮切りにワークフロー改革やデータベースの構築を行っております。
360°画像を活かした空間情報コミュニケーションサービスは、業種・業界を問わず幅広い分野で活用され

ています。
世界的ニーズが急速に高まるDXを通じて社会に貢献すべく、技術力を一層強化し、国内外のお客様へ高品

質データサービスの提供を推進してまいります。

製造業界向けサービス
工場設備の3Dデータ作成からデータの加工処理と運用を含めた設備の「見える化」を一気通貫で提案します。業務の属人化を防ぎ、工
場施設や設備情報の共有・教育・保全等に活用します。

建設業界向けサービス
レーザースキャナやレーダーの機器を使った計測、設計・竣工図面や機器で取得した点群データより3Dモデリングデータの作成を一気
通貫で提供します。地上と地下埋設物の現況を統合し可視化することで、効率的な情報共有を実現します。
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地域活動

株主様用
販売サイト

三重県いなべ市にある当社工場周辺の休耕地を活用している「KIMOTOファーム」では、2022年は311俵
のお米を収穫しました。シンガポールやスイスなど海外への輸出も開始し、ご好評をいただいております。
2020年に立ち上げた日本酒ブランド「会」と「一」に続き、新種の日本酒ブランドとして「ここち」を発

売しました。国内外にて試飲会を開催し、多くの皆様にご案内することができました。今後も商品ラインナッ
プ拡充に取り組んでまいります。
「KIMOTOダリア園」については、2022年は3,000球の植栽を行い10月に開園しました。県内外から
7,000名超の多くの皆様にご来園いただき、憩いの場としてお楽しみいただきました。今後もダリア園の運営
を継続していくとともに、球根と切り花の販売を進めてまいります。
少年野球大会「KIMOTO杯」は、各チームの関係者、保護者の皆様のご協力を得て、3年ぶりに開催するこ

とができました。今後も文化・スポーツの分野で地域の子どもたちを支える活動として継続してまいります。
これからも自然と親しみ、地域の活性化に繋がる取り組みを行ってまいります。

KIMOTOファーム「実りの百年米」 日本酒ブランド「会」「一」「ここち」

KIMOTOダリア園 少年野球大会「KIMOTO杯」
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みえスマートアクション
宣言事業所登録制度

茨城エコ事業所
登録制度

KIMOTOの環境負荷低減への取り組み
モノづくりにおける当社独自の環境負荷低減活動の取り組みをご紹介いたします。

CO2削減のために
当社では機能性フィルムの製造プロセスを見直し、製品製造におけるCO2排出量の削減を実施してまいり

ました。具体的な取り組みとしては、プラスチックごみ・有機溶剤廃液の削減、使用電力・燃料の削減、簡
易包装の推進、輸送の際に鉄道を使用するモーダルシフトの推進を行ってまいりました。
今期の実績としては、プラスチックごみ・有

機溶剤廃液の削減により、前期から約105トン
のCO2排出量の削減ができました。
今後は太陽光パネルの設置や重油からLNGへ

の燃料転換を検討、再生可能エネルギーの導入
などを進め、更なるCO2削減を目指してまいり
ます。 プラスチックごみ・有機溶剤廃液の削減によりCO2排出量を削減

循環型社会を目指し環境活動の登録制度に登録
当社では今後新たなCO2削減の活動を行っていくため、生産拠点のあ

る地域の環境活動に参加しています。
三重工場では、三重県が持続可能な循環型社会の構築を促進するため

に始めた「みえスマートアクション宣言事業所登録制度」に、2022年７
月に登録しました。茨城工場では、茨城県が環境への負荷の少ない循環
型社会づくりを目指して運営する「茨城エコ事業所登録制度」に、2022
年11月に登録しました。
今後、環境に配慮した取り組みを更に推進し、循環型社会を目指して

まいります。

生産拠点のある地域の
環境活動の登録制度に登録
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重要な親会社及び子会社の状況

１．親会社との関係

該当事項はありません。

２．重要な子会社の状況
会社名称
（所在地）

資本金 当社の
議決権比率

主要な事業内容

KIMOTO TECH, INC.
（米国）

10,487千米ドル 100％ フィルム事業で扱う製品の製造及び販売

KIMOTO AG
（スイス）

1,250千スイス
フラン

100％ フィルム事業で扱う製品の販売

瀋陽木本実業有限公司
（中国）

3,000千米ドル 100％ デジタルツイン事業で扱う製品の製造及び販売

３．事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
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対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の影響により、国際情勢や社会環境は大

きく変化しました。また、これまでにも増して環境への意識が高まり、DX推進の加速やサプラ
イチェーンの変化などKIMOTOグループを取り巻く環境も変化しております。このような社会
の変化をはじめ、加速化する技術進歩や情報量の増大等、急速に変化し続ける事業環境に即応
し、安定的な成長を実現するため、経営基盤を強化し、フィルム事業に偏ることなく、画像処理
技術を中心としたデジタルツイン事業をグローバルに推進し、IoT/AI時代に向けた収益性と効率
性の高いビジネスの創出を図ってまいります。

１．新製品開発とプロセスの最適化
高付加価値・高品質の魅力的な新製品を継続的に生み出す開発体制を構築するため、全世界の

開発テーマの共有化と技術開発力の強化を基盤とした製品の創造と開発に努め、フレキシブルな
生産を可能にすべく、モノづくりプロセスの最適化を積極的に進めてまいります。
２．更なるグローバル化への対応
IoT・車載関連・メディカル市場そしてデジタルツインのグローバルな事業展開を推進するた

め、KIMOTOの技術に関連する豊富な知識はもとより、多様な文化を理解し、コミュニケーシ
ョンスキルの高い人材を、グローバルに育成してまいります。また更なる業務改革を推進し、多
様化する顧客ニーズに迅速、柔軟かつ的確に対応できる自律分散型のスマートな組織を目指して
まいります。
３．環境への対応
気候変動や水・森林資源等の環境問題が深刻化している中、次の項目を課題とし、環境への取

り組みを強化してまいります。
・電力等の再生可能エネルギー活用
・重油からLNG等への燃料転換
・生産における基材使用量や廃液をリサイクル、削減することによる廃棄物の削減
・リサイクルPETや植物由来材料の検討

「世の中に貢献し、お客様に喜んでいただける製品を提供する」ことを念頭に事業を進めてま
いります。
株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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主要拠点

１．当社
所在地

本社 埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目６番35号

工場 三重（いなべ市）、茨城（古河市）

研究所 技術開発センター（さいたま市）

２．子会社
会社名称

海外 KIMOTO TECH, INC.（米国）
KIMOTO AG（スイス）
瀋陽木本実業有限公司（中国）
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使用人の状況

１．企業集団
使用人数 前連結会計年度末比増減

492名 21名減

（注）使用人数は、臨時従業員を除く就業人員数となります。

２．当社
使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

404名 20名減 45歳 7か月 22年 11か月

（注）使用人数は、臨時従業員を除く就業人員数となります。

主要な借入先の状況

該当事項はありません。

その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況（2023年３月31日現在）

１．発行可能株式総数 90,000,000株
２．発行済株式の総数 54,772,564株
３．株主数 10,360名
４．大株主（上位10名）
株主名称 持株数

[千株]
持株比率

[％]
きもと共栄会 6,758 14.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,822 6.12

木本和伸 2,424 5.25

株式会社精和 2,128 4.61

東レ株式会社 2,104 4.56

きもと従業員持株会 2,043 4.43

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,640 3.55

東京中小企業投資育成株式会社 1,484 3.22

宗像陽子 936 2.03

泉株式会社 916 1.98

（注）1. 当社は自己株式を8,622千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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５. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社役員の状況

１．取締役及び監査役の状況
会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 木本和伸

取締役副会長 笹岡芳典 KIMOTO TECH, INC.社長

取締役 小林正一 Digital Twin事業部長

取締役 引場 孝 営業本部長

取締役 山田資子 管理本部長

取締役 笹川哲広 技術本部長

取締役 Miguel Noe Leal 海外現地法人管理担当 兼 KIMOTO TECH, INC.取締役 兼
KIMOTO AG取締役

取締役 丸山光則 技術本部チーフゼネラルマネージャー

取締役 社外独立役員 伊藤麻美 日本電鍍工業株式会社 代表取締役
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長
株式会社ジユリコ 代表取締役社長
リョービ株式会社 社外取締役

取締役 社外独立役員 根來恒男

常勤監査役 鈴木亮介

監査役 社外独立役員 原口純一郎

監査役 社外独立役員 板東恵美

（注）1. 当社は、取締役 伊藤麻美及び根來恒男、監査役 原口純一郎及び板東恵美の四氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 社外役員の重要な兼職先である法人等と当社との間には特別の関係はありません。
3. 当社は現在、全取締役10名中、２名の独立社外取締役を選任しており、豊富なビジネス経験や実績と幅広い見識から、取締

役における役割、責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制の更なる強化を目的として、必要に応じて独立社
外取締役の増員を検討してまいります。

4. 監査役 原口純一郎氏は経理・財務業務等の豊富なビジネス経験や実績に基づく幅広い知識や深い見識を有しております。
5. 監査役 板東恵美氏は経営・人事・労務・人材開発・コンプライアンスなどの豊富なビジネス経験や実績に基づく幅広い知識

や深い見識を有しております。
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２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役及び監査役であります。
また、保険料につきましては一部当社が負担しております。
当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及

に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとし
ております。
ただし、被保険者の不正行為や法令違反の行為であることを認識して行った行為等一定の事由

に起因する損害等は填補の対象としないこととしております。

３．当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

（１）取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
2021年３月１日施行の会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）により、株主

総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を
定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年２月19日開催の取締役会に
おいて当該方針について全員一致をもって可決しております。

取締役の報酬の基本方針としては、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への
貢献を確実に進めること、またグローバル経営の更なる推進を実現するため、取締役がそ
れぞれの職務を執行し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしており
ます。
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬（月

額報酬及び賞与）の合計とし、会社業績との連動性を確保する上で、職責を反映した報酬
体系としております。なお、社外取締役の報酬は、取締役会の重要な意思決定を通じ経営
の監督を行う等の役割から固定報酬である基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬については、原則として、職務及び業務執行上の役位によって決定さ

れる内規に従い、定額を支給いたします。
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また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会の決議により決定い
たします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、内規及び決定方針との整合性を含

めて算定した原案が検討及び提示されていることから、取締役会も基本的に決定方針に沿
ったものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機付ける観点から、

固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬（月額報酬及び賞与）となっております。
なお、各監査役の基本報酬や業績連動報酬については、取締役の報酬等の決定方針を参

考にし、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響
を与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。

（２）取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（社外取締役を除く）の報酬額は、2004年６月29日開催の第44回定時株

主総会において月額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取
締役の員数は７名です。
当社監査役の報酬額は、1984年７月13日開催の第24回定時株主総会において月額５

百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。
（３）取締役及び監査役の報酬等の総額等

報酬等の種類別の額
役員区分 支給人員[名] 基本報酬[百万円] 業績連動報酬[百万円] 支給額[百万円]

取締役
（うち社外取締役）

11（２） 112（２） 34（－） 147（２）

監査役
（うち社外監査役）

3（２） 10（２） 2（－） 13（２）

合 計
（うち社外役員）

14（４） 123（４） 37（－） 160（４）

（注）1. 取締役の報酬限度額は、2004年６月29日開催の定時株主総会において月額20百万円以内と決議いただいております。
2. 監査役の報酬限度額は、1984年７月13日開催の定時株主総会において月額５百万円以内と決議いただいております。
3. 当社は、2009年６月26日開催の定時株主総会において、取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案を決議

いただいております。
4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（４）業績連動報酬等に関する事項
取締役の企業の持続可能な成長等に対する活動をより強く、意欲的に進めていくために

業績連動報酬等を支給しております。
業績連動報酬は、月額報酬及び賞与として支給しております。
月額報酬における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、前期経常利益であ

り、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役が果たすべき業績責任を図る上で、経
常利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い経常利益水準を達成す
ることで、持続的成長と企業価値向上を目指しております。
算定方法は、前期経常利益の５%を各人の月額報酬の基本報酬を基準に比例配分した額

の12分の１又は月額報酬の基本報酬４か月分を12分の１に算出した額のどちらか少ない
金額としております。
なお、かかる金額を上限とし、業績の見通し、従業員の賃金状況等を勘案して決定して

おります。
当事業年度の業績連動報酬については以下になります。

当期業績連動報酬額 37百万円
報酬決定日 株主総会終了後取締役会
支給対象期間 決定後翌月より１年間
算定対象期間 前年度４月〜３月

算定業績指標 2021年3月期経常利益525百万円
2022年3月期経常利益815百万円

賞与における業績連動報酬は、業績との連動性を基本とし、その達成度等に応じて取締
役会にて支給を決定しております。
賞与における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、当期純利益であり、ま

た、当該業績指標を選定した理由は、取締役の企業経営の責務としては、一事業年度にお
ける最終的な結果に対して判断するものであると考えたためであります。
算定方法は、2003年６月13日の取締役会決議による当期純利益の５%以内とし、その

配分は取締役２：監査役１とし、各人配布額は月額報酬の基本報酬に沿った比例配分とし
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ております。ただし、最高限度額は取締役２か月分及び監査役１か月分としております。
なお、当事業年度について賞与は支給されておりません。
監査役の業績連動報酬は取締役の報酬等の決定方針を参考にし、上限額を定めその範囲

内で、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響を
与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。
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４．社外役員に関する事項

（１）当事業年度における主な活動状況

地位 氏名 主な活動状況
取締役 伊藤 麻美 当社取締役会16回全てに出席し、取締役会以外の会議に

も出席し、経営に関する豊富な知識に基づき自由闊達な
意見交換や助言を行っております。

取締役 根來 恒男 当社取締役会16回全てに出席し、取締役会以外の会議に
も出席し、海外駐在において培われた豊富な経験や知識
に基づき自由闊達な意見交換や助言を行っております。

監査役 原口 純一郎 当社取締役会16回全てに出席し、また監査役会14回全
てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行ってお
り、主に会計に関する専門的な知識に基づき発言を行っ
ております。

監査役 板東 恵美 当社取締役会16回中15回に出席し、また監査役会14回
全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行ってお
り、幅広い知識や深い見識に基づき主にコンプライアン
ス体制の構築・維持について発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数には書面決議によるものは含まれておりません。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項が規定する最

低責任限度額としております。
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会計監査人の状況

１．名称 太陽有限責任監査法人

２．報酬等の額

支払額［百万円］

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20

（注）1. 監査役会は、当該事業年度における会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条及び監査役監査基準第36条等に基づ
き審議をした結果、同意の判断をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

３．非監査業務の内容

該当事項はありません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会

計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

５．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の概要

１．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）KIMOTOグループとしての企業行動規範を策定する。
（２）当社代表取締役社長は、グループ企業各社ごとにコンプライアンス担当役員、担当本部を

定める。
（３）当社コンプライアンス担当本部は、定期的な啓蒙活動又は研修を行う。
（４）当社において内部通報制度を制定する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき適切に保管及び管理をする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）KIMOTOグループのリスクを抽出する。
（２）当社代表取締役社長は、グループ企業各社ごとにリスク管理担当役員、担当本部を定め

る。
（３）グループ企業各社は、リスク管理状況を定期的に当社取締役会に報告する体制を構築す

る。
（４）当社は大規模な事故、災害などが発生した場合の対処を策定する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

（１）取締役会及び本部会議等において経営に関する重要事項を決定する。
（２）取締役は経営計画の目標達成に向けて数値を定め、具体案を立案、実行する。
（３）決裁基準表を遵守する。
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５．KIMOTOグループにおける業務の適正を確保するための体制

（１）当社代表取締役社長は、子会社担当役員、担当本部を定める。
（２）当社への報告事項を整備し、子会社での業務の適切な効率化を図る。
（３）監査役と内部監査室は、定期的にKIMOTOグループ体制を監査し、代表取締役社長に報

告する。

６．財務報告の適正性を確保するための体制

（１）KIMOTOグループは、財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な体制を構築す
る。

（２）財務報告に係る内部統制の基本方針を定める。
（３）有効性を定期的に評価して、その評価結果を取締役会に報告する。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）監査役からの専任スタッフの要請があった場合は、必要な人員を配置し、そのスタッフの
成績評価は監査役が行う。

（２）専任スタッフの異動、懲罰に関しては、監査役の同意を必要とする。

８．監査役への報告体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

（１）監査役は代表取締役社長、内部監査室及び会計監査人との定期的な意見交換会を開催し、
適切な意思疎通を図る。

（２）取締役又は使用人は、監査役会が報告すべきものと定めた事項が発生した場合、監査役に
すみやかに報告する。

（３）監査役は、取締役会のみならず重要な会議に出席できるものとする。
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９．反社会的勢力排除に向けた体制

（１）反社会的勢力排除に向けた基本方針を定める。
（２）当社の企業行動規範に、反社会的勢力との関係遮断を明記する。
（３）当社代表取締役社長は、反社会的勢力との関係遮断について宣言を行う。
（４）反社会的勢力対応担当本部は、「反社会的勢力対応ガイドライン」を策定し、啓蒙活動に

努める。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し運用して
おります。
当事業年度において取締役会を16回開催しており、経営及びコンプライアンスに関する重要

事項の決定を行っております。また、取締役は当社グループ各社の職務の執行状況、コンプライ
アンス及びリスクに関する重要事項について定期的に報告を受けており、適宜助言や提言を行っ
ております。
当事業年度において監査役会を14回開催しております。監査役は取締役会のみならず各本部

の会議に参加し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定の有無について監査を行っ
ております。

当事業年度末の時点で当社は、内部統制システムが適切に整備され運用されていることを確
認しております。
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会社の支配に関する基本方針

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、
当社の企業価値又は株主共同の利益を継続的に確保・向上していくことを可能とする者であるこ
とが必要であると考えております。上場会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆
様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決
定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株
券等に対する大量買付提案又はこれに類似する行為があった場合、当社株券等を売却するかどう
かは株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。
なお、当社は、当社株券等について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値又は株主

共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大量買付提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。そして、
かかる株券等の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値又は株主共同の利益に対する明
白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の
取締役会や株主が株券等の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代
替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よ
りも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価
値又は株主共同の利益を毀損すると思われるものも少なくありません。
当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉、並びに顧客、取引先及び

従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに
対する十分な理解がなければ、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・向上させることはで
きません。
当社の企業価値の源泉は、以下のとおりであります。

① 独創的な技術開発力
② 先進的な製造技術と一貫した品質保証体制
③「プロ集団」たる従業員の存在
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④ 顧客・取引先との切磋琢磨する関係
当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・向上させるには、特にかかる当社の企業価値の源

泉に対する理解が必要不可欠であります。当社株券等の大量買付を行う者が、かかる当社の企業
価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値又は株
主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損する大量買付を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大
量買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値又は株主共
同の利益を確保する必要があると考えます。

２．基本方針の実現に資する取り組み

１）当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組みについて

（１）当社の企業理念について

当社は、技術開発型の企業としてグローバルに発展することにより、顧客・株主及び
従業員の満足を得ることに努め、地域の発展と繁栄に寄与し、地球環境をまもり、未来
に向けて社会とともに前進します。

（２）当社の企業価値の源泉について

当社は1952年の創立以来、技術開発型の企業としてグローバルに発展することによ
り、顧客・株主及び従業員の満足を得ることを基本理念として、かかる方針の下、研究
開発及び技術の革新を推進し、企業価値を向上させてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、以下のとおりであります。

① 市場の急速な変化を先取りできる独創的な技術開発力
② 多様な顧客に満足いただける製品を生み出す先進的な製造技術と高度で一貫した品

質保証体制
③ 高品位な製品を適時に創り上げるための高い技術力を有する「プロ集団」たる従業

員の存在



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

47

④ 常に最高の製品、商品及びサービスをともに創り上げていく顧客・取引先との切磋
琢磨する関係

具体的には、第一に、当社の内外にわたる顧客それぞれにとって最高の製品、商品及
びサービスを適時に提供するためには、時代の急速な変化を予測し、顧客のニーズを先
取りする先見性が必要となります。当社は創業以来、常に顧客との対話を重視し、顧客
に満足いただける製品を生み出すための研究開発を推進してまいりました。この独創的
な技術開発力こそが顧客に満足いただける製品、サービスの提供を可能にする原点であ
り、当社の企業価値を向上させております。
第二に、独創的な技術開発力により開発された製品を高い品質で安定的に供給できる

ことは、顧客の信頼の獲得と取引の継続にとって極めて重要です。このために当社で
は、ISO 9001：2015を取得し、独自に構築した先進的な製造技術と、高度で一貫し
た品質保証体制を確立しております。開発のみならず、製品の高品質・安定製造をも重
視することにより、当社の企業価値を向上させております。
第三に、当社には、従業員が部署や職位に関わりなく自由に意見を述べ合うことでそ

の技能等を伝承する企業風土が創業時から連綿と形成されており、従業員の技能向上の
基礎となっております。研究開発、製造、営業等それぞれの職掌において顧客に満足い
ただける製品、サービスを適時に提供するためには、かかる従業員と企業風土を将来に
わたり確保・維持することが不可欠です。当社は、時代の最先端をいく独創的かつ高度
な技術を開発・維持するためには、このような高い技術力を有する従業員の存在が不可
欠であるとの認識から、従業員一人ひとりが継続して成長し、独創的かつ高度な技能を
身につけることができる体制づくりを構築しております。
第四に、時代の最先端をいく独創的かつ高度な技術を開発・維持するためには、従業

員及び企業風土のみならず、優れた製品の提供を求める顧客及び協力関係にある取引先
の存在が不可欠です。顧客から時には不可能と思われる高度な要請を受け、又は将来の
市場動向を予測することにより、顧客のニーズにいち早く応えることができる当社の独
創的な技術開発力が継続的に磨かれてまいりました。
このような顧客・取引先との切磋琢磨する関係は、当社が世界に通ずる技術開発型の

企業として、その時代に成し得る最高の専門技術と、最高の製品・商品並びにサービス
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を内外の顧客に提供するための大きな原動力となっております。この意味で、当社の既
存の顧客・取引先との切磋琢磨する関係を将来にわたり確保することは、当社が企業価
値を向上させていく上で極めて重要です。

（３）当社の今後の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組みについて

① 経営計画について
当社グループは、引き続き企業理念のもと、持続的な発展と企業価値の向上に努

め、独自性のある高付加価値製品の開発・生産及びサービスの提供を推進いたしま
す。フィルム中心の物質的製造とデジタルツイン中心の非物質的製造のバランスを
より良くしながら、技術中心の総合製造業として、お客様及び社会の役に立つ製品
の開発・販売に注力してまいります。さらに、フィルム事業においては、DX（デジ
タルトランスフォーメーション）を推進し、効率化及び自動化を進めることにより、
生産設備のIoT化、ワークフローの改革及び環境に配慮したものづくりを行ってまい
ります。デジタルツイン事業においては、点群データ処理及びデータ編集を中心に
新たな顧客を開拓し、高精度なデータ作成に注力することでグローバルに社会に貢
献してまいります。また、アフターコロナを見据え、従業員の一人ひとりが自律し、
生き生きと充実して働ける環境づくりに取り組んでまいります。

② CSR活動について
当社は、企業としての社会的責任を全うし、広く社会からの信頼を築き上げてい

くことが、企業価値の持続的向上のために必要不可欠と考え、コーポレートガバナ
ンスの充実、企業倫理の向上、リスク管理の強化及び社会との関わりの深化を重要
課題と位置付けております。
上記課題の実現のために、コンプライアンスの強化、経営の監督・監視機能の強

化、経営責任の明確化、意思決定及び業務遂行の実効性・迅速性の確保、情報開示
の強化を進めるとともに、株主の皆様、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステ
ークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質の確保と地域との対
話等に取り組み、環境・社会・ガバナンスを重視したESG経営に取り組むことで持
続的な成長と企業価値の向上を実現します。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

49

２）コーポレートガバナンスの整備

当社は、取締役会、監査役会を基本に継続的なコーポレートガバナンスの充実が経営の最
優先課題であると考え、諸制度の整備と透明性の高い情報開示の実施を適時行うとともに、
高い自律性、効率性並びに競争力のある経営体制の確立を目指しております。
当社においては、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するため、社外取締役を含め

た取締役の任期を１年としております。また、当社は経営会議、常務会等を設置せず、重要
な業務執行及び法定事項の決定並びに業務執行の監督は、全て取締役会で行っております。
常勤監査役及び社外監査役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述
べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、監査役のサポート
体制の充実を図るため、2007年７月より監査役スタッフ１名を選定しております。
当社は、以上のようなコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づく諸施策を

実行し、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目指してまいります。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取り組み

当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が現れた場合には、当社の企業価値及び株主共同
の利益を確保する観点から、積極的な情報収集と適時開示に努めるとともに、関係法令及び当社
定款の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、連結ベースでの業績に応じた利益の配分を基本とし、既存事業の体質強化及び将来の
戦略分野への投資に必要な資金を勘案し、配当を実施することとしております。連結ベースでの
業績に応じた利益配分の指標としましては、年間連結配当性向20％以上を基準とし、年間連結
配当性向30％を目標に掲げております。
この方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績を勘案いたしま

して、当社普通株式１株につき３円とさせていただく予定であります。これにより、中間配当金
３円と合わせた当事業年度の年間配当金は当社普通株式１株につき６円となります。
なお、当社は定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けております

が、期末配当につきましては株主の皆様のご意向を直接お伺いする機会を確保するため、定時株
主総会の決議事項としております。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

資産の部
流動資産 16,626 18,912

現金及び預金 13,105 14,148
受取手形及び売掛金 1,568 2,637
電子記録債権 387 569
商品及び製品 517 454
仕掛品 332 389
原材料及び貯蔵品 445 453
その他 295 266
貸倒引当金 △27 △7

固定資産 4,933 4,906
有形固定資産 3,681 3,818
建物及び構築物 2,056 2,231
機械装置及び運搬具 482 658
土地 796 791
建設仮勘定 257 19
その他 87 118
無形固定資産 256 97
ソフトウエア 57 74
ソフトウエア仮勘定 178 2
その他 20 20
投資その他の資産 995 989
投資有価証券 887 851
繰延税金資産 19 38
その他 92 109
貸倒引当金 △3 △10

資産合計 21,560 23,819

［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

負債の部
流動負債 1,828 3,104

支払手形及び買掛金 353 464

電子記録債務 871 1,579

未払法人税等 34 308

賞与引当金 189 199

その他 381 553

固定負債 2,038 2,052
退職給付に係る負債 1,917 1,930

長期預り金 97 97

その他 23 24

負債合計 3,866 5,157
純資産の部
株主資本 17,340 18,484
資本金 3,274 3,274

資本剰余金 3,427 3,427

利益剰余金 12,738 13,633

自己株式 △2,099 △1,851

その他の包括利益累計額 352 177
その他有価証券評価差額金 166 141

為替換算調整勘定 249 109

退職給付に係る調整累計額 △62 △73

純資産合計 17,693 18,661
負債純資産合計 21,560 23,819

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 前期は、ご参考（監査対象外）です。
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

売上高 9,623 12,235
売上原価 7,334 8,673
売上総利益 2,288 3,562
販売費及び一般管理費 2,914 2,866
営業利益又は営業損失（△） △626 695
営業外収益 117 123
受取利息 5 5
受取配当金 31 29
受取保険金 1 2
物品売却益 1 2
為替差益 55 62
その他 21 21
営業外費用 3 3
支払補償費 1 1
その他 2 2

経常利益又は経常損失（△） △512 815
特別利益 0 187
固定資産売却益 0 187
特別損失 1 6
固定資産売却損 0 －
固定資産廃棄損 1 6

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△513 996

法人税、住民税及び事業税 45 321
法人税等調整額 8 △9
当期純利益又は当期純損失（△） △567 684
非支配株主に帰属する当期純利益 － －
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

△567 684

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 前期は、ご参考（監査対象外）です。
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

［単位：百万円］
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,274 3,427 13,633 △1,851 18,484
当期変動額
剰余金の配当 △327 △327
親会社株主に帰属する当期純損失 △567 △567
自己株式の取得 △248 △248
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － △894 △248 △1,143
当期末残高 3,274 3,427 12,738 △2,099 17,340

その他の包括利益累計額 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定 退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 141 109 △73 177 18,661
当期変動額
剰余金の配当 △327
親会社株主に帰属する当期純損失 △567
自己株式の取得 △248
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

24 139 10 174 174

当期変動額合計 24 139 10 174 △968
当期末残高 166 249 △62 352 17,693

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称

（1）連結子会社の数 ３社

（2）連結子会社の名称
KIMOTO TECH, INC.（米国）
KIMOTO AG（スイス）
瀋陽木本実業有限公司（中国）

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、仮決算をすることにより全て連結決算日に一致させておりま
す。

３．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
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② 棚卸資産
ａ．製品及び仕掛品

当社は、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）、在外連結子会社は、主として先入先出法による低価
法を採用しております。

ｂ．商品及び原材料
当社は、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）、在外連結子会社は、主として先入先出法による低
価法を採用しております。

ｃ．貯蔵品
当社は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）、在外連結子会社は、主として先入先出法による
低価法を採用しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社は、定率法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
ただし、当社では、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は建物及び構築物が10〜50年、機械装置及び運搬具が４〜

10年であります。
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用し、販売用ソフトウエアについては、販売可能期間（３年）
に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
当社及び連結子会社は、債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権・破産更生債権等については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
当社は、従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額

に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準

① フィルム事業
フィルム事業において、主として日本及び北米にて製造したフィルム製品や、フィ

ルム製品の販売を目的とした関連機器商品等の販売を行っております。
収益の認識については、国内販売においては出荷計上日と顧客に到着する日付の差

異が軽微であることから出荷基準を採用しております。また、国外販売においては船
荷証券の日付をもって収益を認識しております。

②デジタルツイン事業
デジタルツイン事業において、日本及び東アジアにて製造されるデータ作成業務を

主としたデジタルツイン製品や、提供したシステムやデータに関する保守サービス、
それらに関連した機器や消耗品等の商品の販売を行っております。
収益の認識については、データ作成業務においては顧客への業務完了により支配移

転が行われた時点で収益を認識しております。保守サービスにおいては一定の期間に
わたり役務を提供するものであることから、経過期間に応じて支配移転が行われた時
点で収益を認識しております。関連した機器や消耗品等の商品においては出荷計上日
と顧客に到着する日付の差異が軽微であることから出荷基準を採用しております。
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③ コンサルティング事業及びその他
日本における業務の改善に伴う提案や関連機器等の販売、その他顧客の要望に沿っ

た機器や消耗品等の商品の販売を行っております。
収益の認識については、業務改善に伴う提案においては顧客への業務完了により支

配移転が行われた時点で収益を認識しております。関連した機器や消耗品等の商品に
おいては出荷計上日と顧客に到着する日付の差異が軽微であることから出荷基準を採
用しております。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）でそれぞれ発生の翌連結会計年度から定率法により費用処理しております。
未認識数理計算上の差異はその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額

に計上しております。
② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に
おける為替換算調整勘定に含めております。

③ 消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処

理しております。
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重要な会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額） 19百万円
なお、連結子会社においては、繰延税金資産の回収可能性はないと判断しており、全額

が当社で計上された繰延税金資産であります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法
当社の過去及び当期の課税所得の推移を考慮すると、当社は「繰延税金資産の回

収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）における分類4に該当
すると判断しております。
従って、翌連結会計年度の予算を基礎として見積った一時差異等加減算前課税所

得の見積額に基づき、翌連結会計年度の一時差異等のスケジューリングの結果、回
収可能と判断した繰延税金資産を算定しております。

② 主要な仮定
見積りの主要な仮定は、国際的な経済情勢に基づく受注環境の見込みと原材料価

格の見込みであります。
受注環境の見込みは半導体やスマートフォン等の需要変動の影響、原材料価格の

見込みは昨今の価格高騰の影響を受けますが、これらの中長期的な予測には困難を
伴います。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いた主要な仮定は合理的と認識しておりま

す。
しかし、受注環境の見込み及び原材料価格の見込みは、見積りの不確実性を伴い、

実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、当社グループの
業績に影響を与える可能性があります。
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収益認識に関する注記
１．収益の分解情報
当連結会計年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

［単位：百万円］
報告セグメント

日本 北米 東アジア 欧州 計
フィルム 7,484 691 － 560 8,736
デジタルツイン 511 － 4 － 515
コンサルティング 17 － － － 17
その他 352 － － － 352

計 8,366 691 4 560 9,623

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
［単位：百万円］

報告セグメント
日本 北米 東アジア 欧州 計

一時点で移転され
る財 8,347 691 4 560 9,604

一定期間にわたり
移転されるサービス 18 － － － 18

計 8,366 691 4 560 9,623

各セグメントの収益の分解情報とセグメント情報に記載した「外部顧客への売上高」との関係は以下のとおり
であります。

［単位：百万円］
報告セグメント

日本 北米 東アジア 欧州 計
顧客との契約から
生じる収益 8,366 691 4 560 9,623

その他の収益 － － － － －
外部顧客への売上高 8,366 691 4 560 9,623
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２．収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 3. 会計方針に関する

事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

連結貸借対照表に関する注記
減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 24,621百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普通株式 54,772,564株 － － 54,772,564株

２．剰余金の配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2022年５月27日
定時株主総会

普通株式 188百万円 4円 2022年３月31日 2022年５月30日

2022年10月25日
取締役会

普通株式 139百万円 3円 2022年９月30日 2022年11月21日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度
となるもの

決議予定日 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2023年５月31日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 138百万円 3円 2023年３月31日 2023年6月1日
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

KIMOTOグループは、一時的な余資は短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定して運
用しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理を行いリスク低減を図っております。

また、投資有価証券のうち上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

２．金融商品の時価等に関する事項

2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとお
りであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません。

［単位:百万円］
連結貸借対照表
計上額 (＊)

時価 (＊) 差額

（1）現金及び預金 13,105 13,105 －

（2）受取手形及び売掛金 1,568 1,568 －

（3）電子記録債権 387 387 －

（4）投資有価証券

その他有価証券 388 388 －

（5）支払手形及び買掛金 ( 353) ( 353) －

（6）電子記録債務 ( 871) ( 871) －

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注１）市場価格のない株式等は、非上場株式（連結貸借対照表計上額498百万円）であり、金融商品の時価
情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（注２）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券「その他有価証券」
上場株式は相場価格を用いて評価しております。
上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 383円 38銭
２．１株当たり当期純損失 12円 18銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表（2023年３月31日現在）
［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

資産の部
流動資産 14,761 17,018

現金及び預金 11,649 12,692
受取手形 81 124
売掛金 1,499 2,564
電子記録債権 387 569
リース投資資産 4 6
商品及び製品 218 268
仕掛品 312 375
原材料及び貯蔵品 376 360
前払費用 32 37
その他 200 19
貸倒引当金 △0 △1

固定資産 5,986 6,512
有形固定資産 3,637 3,780
建物 1,958 2,129
構築物 78 84
機械及び装置 459 642
車両運搬具 4 2
工具、器具及び備品 82 110
土地 796 791
建設仮勘定 257 19
無形固定資産 256 88
ソフトウエア 59 64
ソフトウエア仮勘定 177 2
その他 20 20
投資その他の資産 2,091 2,643
投資有価証券 887 851
関係会社株式 744 1,319
関係会社出資金 350 350
敷金 － 1
繰延税金資産 19 23
その他 92 107
貸倒引当金 △3 △9

資産合計 20,748 23,530

［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

負債の部
流動負債 1,746 3,004

支払手形 － 87
買掛金 328 354
電子記録債務 871 1,579
リース債務 1 2
未払金 161 211
未払費用 72 83
未払法人税等 21 278
賞与引当金 189 199
設備関係支払手形 － 1
営業外電子記録債務 87 117
その他 14 90

固定負債 1,975 1,978
リース債務 3 4
退職給付引当金 1,855 1,856
長期未払金 20 20
長期預り金 97 97

負債合計 3,722 4,983
純資産の部
株主資本 16,859 18,405
資本金 3,274 3,274
資本剰余金 3,427 3,427
資本準備金 3,163 3,163
その他資本剰余金 264 264
利益剰余金 12,257 13,554
利益準備金 211 211
その他利益剰余金 12,045 13,343
買換資産圧縮積立金 17 18
別途積立金 10,120 10,120
繰越利益剰余金 1,908 3,204

自己株式 △2,099 △1,851
評価・換算差額等 166 141
その他有価証券評価差額金 166 141
純資産合計 17,025 18,547
負債純資産合計 20,748 23,530

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 前期は、ご参考（監査対象外）です。
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
［単位：百万円］

科目 当 期
<ご参考>
前 期

売上高 8,914 11,620
売上原価 6,781 8,139
売上総利益 2,133 3,480
販売費及び一般管理費 2,631 2,552
営業利益又は営業損失（△） △498 928
営業外収益 111 131
受取利息 0 0
受取配当金 31 29
受取手数料 3 2
受取ロイヤリティー 0 0
受取賃貸料 3 3
受取保険金 1 2
物品売却益 1 2
為替差益 57 71
その他 12 19
営業外費用 2 3
支払補償費 1 1
その他 0 1

経常利益又は経常損失（△） △388 1,056
特別利益 0 0
固定資産売却益 0 0
特別損失 575 2
固定資産売却損 0 －
固定資産廃棄損 1 2
関係会社株式評価損 574 －

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）

△964 1,054

法人税、住民税及び事業税 12 293
法人税等調整額 △7 △3
当期純利益又は当期純損失（△） △969 764
（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 前期は、ご参考（監査対象外）です。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

［単位：百万円］
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金
合計買換資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 3,274 3,163 264 3,427 211 18 10,120 3,204 13,554

当期変動額
剰余金の配当 △327 △327

買換資産圧縮積立金の取崩 △0 0 －

当期純損失 △969 △969

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － △0 － △1,296 △1,297

当期末残高 3,274 3,163 264 3,427 211 17 10,120 1,908 12,257

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △1,851 18,405 141 141 18,547

当期変動額

剰余金の配当 △327 △327

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純損失 △969 △969

自己株式の取得 △248 △248 △248

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

24 24 24

当期変動額合計 △248 △1,546 24 24 △1,521

当期末残高 △2,099 16,859 166 166 17,025

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ

り算定しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

（2）棚卸資産

① 製品及び仕掛品
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）を採用しております。
② 商品及び原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）を採用しております。

③ 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用しております。
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２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が10〜50年、機械及び装置が８年でありま

す。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用し、販売用ソフトウエアについては、販売可能期間（３年）に基づく
定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権・破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上して
おります。
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（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ
き計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）でそれぞれ発生の翌事業年度から定率法により費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準

連結注記表「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 3.
会計方針に関する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

（2）消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理してお
ります。

（3）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっております。
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重要な会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） 19百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載のとおりであります。

収益認識に関する注記
１．収益の分解情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に記載のとおりであります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 3. 会計方

針に関する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

貸借対照表に関する注記
１．減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 20,720百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 166百万円
短期金銭債務 32百万円
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売上高 548百万円
仕入高 291百万円
営業取引以外の取引高 30百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普通株式 7,622,118株 1,000,040株 － 8,622,158株

（注）自己株式の株式数の増加の内訳は、以下のとおりであります。
取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による増加 1,000,000株
単元未満株式の買取による増加 40株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内容

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 133百万円
長期未払金 6百万円
賞与引当金 57百万円
退職給付引当金 565百万円
関係会社株式評価損 737百万円
棚卸資産評価損 10百万円
その他 24百万円
繰延税金資産小計 1,534百万円
評価性引当額 △1,431百万円
繰延税金資産合計 103百万円

繰延税金負債
買換資産圧縮積立金 △9百万円
その他有価証券評価差額金 △72百万円
その他 △1百万円
繰延税金負債合計 △83百万円
繰延税金資産の純額 19百万円

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 368円 92銭
２．１株当たり当期純損失 20円 83銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年４月24日

株式会社きもと
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 資 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社きもとの2022年４月１日から2023年３月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

きもと及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年４月24日

株式会社きもと
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 資 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社きもとの2022年４月１日から2023年３月31日ま

での第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



76

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、当期の監査方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号イ）及び各取り組み（同号ロ）
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針及び取り組みについては、指摘すべき事項は認められません。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月24日

株式会社きもと監査役会

常勤監査役 鈴 木 亮 介 ㊞
社外監査役 原 口 純一郎 ㊞
社外監査役 板 東 恵 美 ㊞

以 上



株主総会 会場ご案内

開催日時

2023 31年５月 日（水） 午前10時 開始 （受付開始：午前９時30分）
開催場所
ステーションコンファレンス東京　602
〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目７番12号　サピアタワー６階

※会場が昨年と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

交通機関から会場までのご案内
ＪＲ 東京駅 日本橋口直結 新幹線日本橋口改札徒歩約１分

八重洲北口改札徒歩約２分
東京メトロ東西線 大手町駅 B7出口直結

サピアタワー

サピアタワー入口

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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